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平成２２年度狭山市一般会計予算 
 

 

 平成２２年度狭山市一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４２，８３０，０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間

及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

（地方債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び

償還の方法は、「第３表 地方債」による。 

 （一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、３，０００，０００千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各

項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一

款内でのこれらの経費の各項の間の流用とする。 

 

 

 

 

















第２表 債務負担行為 

 

事        項 期     間 限      度      額 

狭 山 市 土 地 開 発 公 社 事 業 資 金 

借 入 れ に 係 る 債 務 保 証 

（平成２２年度借入分） 

平 成 ２ ２ 年 度 か ら 

借入金の返済日まで 

１ 限度額 

  狭山市土地開発公社が借り入れた事業資金につ

いて、償還期限到来後未償還元金を生じた場合こ

れに係る元利金の額 

２ 借入条件 

（１）借入金額  ２，０９９千円以内 

（２）利  率  年利４．０％以内 

男 女 共 同 参 画 プ ラ ン 策 定 事 業費 
平 成 ２ ２ 年 度 か ら 

平 成 ２ ３ 年 度 ま で 
２，０００千円 

埼 玉 県 議 会 議 員 一 般 選 挙 費 
平 成 ２ ２ 年 度 か ら 

平 成 ２ ３ 年 度 ま で 
１，６９６千円 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第３表 地方債 

 

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利    率 償  還  の  方  法 

 

災害援護資金貸付事業費 

    千円 

     3,500 

 

普 通 貸 借 

 

延滞の場合を除き無利子 

 

災害弔慰金の支給等に関する法律 

（昭和４８年法律第８２号）に基づ 

き埼玉県が定めた融通条件による。 

狭 山 市 駅 西 口 地 区 

市 街 地 再 開 発 事 業 費 
5,100 

 

普通貸借又は 

証 券 発 行 
４．０％以内 

借入先の融通条件による。ただし、 

市財政の都合により据置期間を短縮 

し、若しくは繰上償還し、又は低利 

に借換えすることができる。 

緑 地 用 地 取 得 事 業 費 24,000 同    上 同     上 同        上 

公 園 用 地 取 得 事 業 費 52,200 同    上 同     上 同        上 

ま ち づ く り 交 付 金 

対 象 事 業 費 
542,200 同    上 同     上 同        上 

消 防 施 設 整 備 事 業 費 12,000 同    上 同     上 同        上 

中 学 校 校 舎 

耐 震 補 強 事 業 費 
433,450 同    上 同     上 同        上 



 

臨 時 財 政 対 策 債 2,315,868 同    上 

４．０％以内 

 ただし、利率見直し 

 方式で借り入れる資 

 金 に つ い て 、 利 率 の 

見直しを行った後に 

 おいては、当該見直 

 し後の利率 

同        上 

計 3,388,318    

 

 

 


